
天皇杯 第 96 回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技 宿泊要項 
 

１ 宿泊料金等 
  宿泊料金、料金の精算及び適用期間等は次のとおりとする。 
 ⑴宿泊 
   宿泊とは、入宿日の１５時以降出発日の１０時までの客室の使用をいうものとし、原則とし

て１泊２食とする。 
 ⑵宿泊料金（基準額） 

【高校・一般】：１泊２食で ７，０００円（税別） とする。 
＊各宿泊施設で、別途料金の定めがある場合はそれに従うものとする。 

ア． 上宿泊料金には、暖房料、奉仕料を含むものとする。（浴衣なし） 
イ． 上記宿泊料金は、大会事務局を通して宿泊申込をした場合に限り適用する。 

 ⑶欠食控除 
ア． 朝食を欠食した場合は、宿泊料金の１０％を控除する。 
イ． 夕食を欠食した場合は、宿泊料金の２０％を控除する。 
ウ． 欠食に伴う食事料金の控除は、次の時刻まで宿舎に申し出た場合に限り行うものとする。 
   朝食…前日の１８時まで     夕食…当日の９時まで 

 ⑷宿泊料金等の精算 
宿泊料金等は、宿泊者本人又はチーム・団体等の宿泊申込責任者（以下「宿泊申込責任者」

という。）が、宿舎に直接支払うものとする。 
 ⑸宿泊料金の適用期間 

上記宿泊料金の適用期間は、各々の大会での宿泊開始日から終了日までとする。 
２ 宿泊の申込み 
  大会エントリーと同一方法および同一場所に申込むこととする。 
  ＊申込み書式については、大会エントリーファイルデータの宿泊申込みシート参照のこと。 
３ 宿泊取消料 
  宿泊を取り消した場合の取消料は次のとおりとし、宿泊申込責任者が当該宿舎へ直接支払うも

のとする。 

  【１泊目…入宿前】 
宿泊取消の申し出区分 宿泊取消料 備        考 

宿泊予定２日前まで ０円 
取り消した泊数に関わらず、 
左記の取消料のみとする。 

宿泊予定前日の正午まで 宿泊料金半額 
上記以降 宿泊料金全額 

  【２泊目以降…連泊の場合】 
宿泊取消の申し出区分 宿泊取消料 備        考 

前日の１８時まで ０円 取り消した泊数に関わらず、 
左記の取消料のみとする。 上記以降 宿泊料金全額 

 
４ 宿舎の決定通知 

申込期限内に到着した申込みについては、大会事務局で十日町旅館組合と調整の上配宿し、宿

泊申込責任者に通知するものとする。 
 
５ 宿泊の変更及び取り消し 
  宿泊人数等の変更及び取り消しについては、宿泊申込責任者が決定した宿舎に直接連絡するも

のとし、原則としてファクシミリによるものとする。 



 
６ 昼食 
  競技日の昼食（弁当）斡旋（１個６００円（税別））を希望する場合は、宿舎を通じて前日の１

２時までに申し込むものとする。 
 
７ スキーの手入れ 
  ワクシング等スキーの手入れは、宿舎の指示に従い指定された場所で行うとともに、火気や電

気の取り扱いに十分注意すること。 
 


